
実施事業ごとの実績及び点検・評価一覧

基本目標１　妊娠・出産期からの切れ目のない支援の充実

　【施策の方向１】　妊娠・出産に関する支援の充実　　　【施策の方向２】　子どもや母親のための保健事業の充実　　　【施策の方向３】　子どもの健康の確保・増進 令和6年5月27日 資料8

　【施策の方向４】　医療体制の確保・充実　　　【施策の方向5】　子育ての経済的負担の軽減

　☆：子ども子育て支援法により、量の見込み、確保の内容及びその実施時期を定める必用がある事業
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1 母子健康手帳

　妊娠中から母子に関する保健指導、健康診査や
予防接種の記録ができるよう、母子健康手帳を配
布します。配布の際には、手帳の活用や今後利用
できる母子保健サービスについて周知します。
　また、若年・高齢妊婦など個々のケースに応じて
保健師が面接や訪問をし、適切な支援をしていき
ます。

子育て相談課
*母子健康手帳交付数：287件
*支援プラン件数：308件(妊婦面接者308件、転入
含）

○

母子健康手帳交付時に保健師が面接を行い、母体の健
康管理や母子保健サービス等について周知した。
面接の際に、子育てガイド「羽(は)ぐくみプラン」を配布
し、個々のケースに応じて、出産・育児の見通しを安心し
て持てるよう支援していく。

継続

2 父親ハンドブック

　母体の心身の変化や子どもの成長と、その時々
の父親としての役割や、子育てに必要な知識を幅
広く掲載している父親ハンドブックを母子健康手帳
とともに配布し、妊娠を機に父親が子育てに参画
するきっかけとなるよう啓発に努めます。

子育て相談課

*母子健康手帳配布時に、父親ハンドブックを配布　
*父親ハンドブック配布数287件　
*ハロー赤ちゃんクラス（両親学級）年20回　延べ151
人

○

引き続き、父親としての役割や自覚をもち、育児に参画で
きるよう啓発に努める。
働き方の多様化により、平日の事業参加の希望もあるた
め、両親学級については、土日のほか平日も継続して実
施していく。

継続

3 ☆ 妊婦健康診査
　妊娠中の胎児が順調に育つため、また、妊婦の
疾病や異常を早期発見し、早期治療につなげるた
め、妊婦健康診査を実施します。

子育て相談課

*妊娠届出者数　　287件
*妊婦健康診査受診者数　延べ3,598件
(妊婦健康診査受診者3,432件+里帰り出産時妊婦健
康診査166件）

○

引き続き、妊婦面接の際に受診勧奨を行い、健診結果を
把握することで継続的な支援に繋げていく。
妊婦健康診査について、妊婦の利便性向上のため助産
所でも公費負担できるよう拡充していく。

見直し

4 妊婦歯科健康診査

　妊娠中は身体的変化や生活環境の変化等によ
り、歯科疾患が増加する傾向にあります。また、産
後は育児等で受診が困難なため疾患が放置され
やすい傾向にあることから、妊娠中に歯科疾患の
予防や治療の動機付けを行い、歯科保健意識の
向上を図ります。

子育て相談課 *妊婦歯科健康診査受診者数　73人 ○

妊娠中の歯科疾患の早期発見・早期治療につなげるた
め、引き続き、母子健康手帳交付時に歯科健診の受診
勧奨を行うとともに、母親学級の歯科講座等において周
知していく。

継続

5 母親学級・両親学級

　妊娠、出産、育児に主体的に臨むことができるよ
う正しい知識の習得機会を提供し、妊娠中の不安
の解消を図るとともに、孤立しがちな母親同士が
地域で情報交換や相談し合える仲間づくりの場と
しても活用できるよう支援していきます。
　また、男性に育児についての学習や体験の機会
を提供することにより、夫婦が協力して育児ができ
るよう男性の参加を促進します。

子育て相談課
*プレママサロン（母親学級）年6回　延べ66人
*ハロー赤ちゃんクラス（両親学級）年20回　延べ151
人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

妊婦体操や沐浴・調乳などの実習を通して、出産や育児
に関する知識の提供を行っている。
令和5年度に胎児ﾓﾃﾞﾙ（人形）を導入し、妊娠・出産の経
過がイメージしやすくなるよう講座内容の充実を図るとと
もに、オンラインによる交流の機会を継続していく。

継続

6 妊産婦訪問指導

　保健師や助産師が家庭を訪問し、妊産婦の健康
状態、生活環境、疾病予防など妊娠中や産後に
必要な事項、及びマタニティブルーや産後うつなど
精神面の不安定さについて、適切な指導を行いま
す。
また、疾病や異常の早期発見・早期治療について
助言し、不安を除き、安心して出産・育児に臨むこ
とができるよう支援します。

子育て相談課
*乳児家庭全戸訪問事業・新生児訪問指導と同時に
妊産婦訪問を実施
*妊産婦訪問指導件数　　289件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

訪問により、新生児及び妊産婦の状況を確認する中で、
適切な支援に繋いでいる。
引き続き、産後の訪問時にEPDS（エジンバラ産後うつ病
質問票）を活用した産後うつ等の早期発見・早期対応に
努めていく。

継続

7 ☆
乳児家庭全戸訪問事業・新生児訪
問指導

　生後４か月までの乳児がいる家庭を訪問し、乳
児及び保護者の心身の状況並びに養育環境の把
握を行うとともに、子育て支援に関する必要な情
報提供を行います。
また、支援を必要とする家庭を早期に把握し、必
要に応じて未熟児訪問指導、産後ケア事業、養育
支援訪問事業等の適切な支援につなげます。

子育て相談課
*乳児家庭全戸訪問事業・新生児訪問指導件数　
293件

○

乳児家庭全戸訪問を実施し、新生児及び妊産婦の状況
の確認を行い、適切な支援に繋いでいる。
引き続き、訪問時に実施するEPDS（エジンバラ産後うつ
病質問票）を活用することで産婦及び新生児を、適切な
サービスや支援に繋いでいく。

見直し

8 未熟児訪問指導

　未熟児に対し養育上必要があると認めた場合
は、保健師が家庭を訪問し、未熟児の状況や家庭
環境に応じた適切な養育指導を行い、未熟児の
発育・発達を促します。

子育て相談課 *未熟児訪問指導件数　5件                                                                 ○

　発育・発達における未熟児特有の課題や親の育児負
担を把握し、関係機関と連携を図りながら継続的な支援
を行っている。
　引き続き、医療機関との情報交換を密に行いながら、
退院後の生活が円滑に進められるよう支援を行ってい
く。

継続

令和6年度第1回羽村市子ども・子育て会議
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9 産後ケア事業

　産後に家族などからの十分な援助が受けられ
ず、心身のケアや育児のサポート等を必要とする
母子に対して、安心して子育てができるよう経験豊
富な助産師や助産所等で支援します。
　助産師が居宅を訪問する「アウトリーチ型」、助
産院等に通所する「デイサービス型」、利用者が宿
泊してサポートを受ける「宿泊型」があり、実情に
あわせて実施していきます。

子育て相談課

*アウトリーチ型：
利用家庭数：77件　延利用日数：99日
*デイサービス型：
利用家庭数：45件　延利用日数：51日
*宿泊型：
利用家庭数：14件　延利用日数：19泊（34日）

○

　支援を必要とする産婦及び乳児に対して、アウトリーチ
型、デイサービス型、宿泊型など個々に合わせたサービ
スの提供を行っている。R6年4月から産後ケア事業利用
証を開始、またデイサービス型及び宿泊型は産後6か月
以内まで利用期間を延長し、通算5回までの上限2,500円
の利用料減額適用を開始していく。(市民税非課税世帯・
生活保護世帯は免除)
　引き続き、安心して子育てができるよう地域の助産師
（助産院等）と連携を図りながら、産婦の心身のケアと不
安の軽減に努めていく。

見直し

10 ☆ 養育支援訪問事業

　家族等から日中の家事や育児の支援が得られ
ず、また、育児ストレスや心身の疾病、養育力の
不足などにより不適切な養育状態にあるため、養
育支援が必要と認められる家庭に支援を行う事業
です。児童虐待の予防の観点からも専門的知識
や経験を有する者が相談や指導を行うとともに、
養育支援ヘルパーを派遣し、家事援助等の養育
支援を行います。

子育て相談課

*専門的相談支援
112家庭・216ケ―ス・307回

*育児・家事援助（ヘルパー派遣）
18家庭・89回・176時間

〇

母子保健・相談係と必要時連携し、対象者のニーズやリ
スクをアセスメントし、支援家庭への支援方針をベースに
事業の計画・実施・評価を行っていく。
育児・家事支援についてはヘルパー派遣事業所に委託
しているが、今後も連携をとりながら、支援の充実を図っ
ていく。
また、令和6年度の児童福祉法改正に伴い、事業の見直
しをする。

見直し

1 産婦健康診査

　妊娠高血圧症候群等の後遺症を早期に発見し、
適切な治療につなげることを目的として、３～４か
月児健康診査時に血圧測定や尿検査を実施しま
す。
　また、心身の不調について相談に応じ、必要が
ある場合には、専門医療機関での受診を勧奨しま
す。

子育て相談課
*3～4か月児健診時、助産師による産婦健診・相談
実施者数：76人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

産婦健診未受診者や再検査が必要な産婦を対象とし、
血圧測定や尿検査等を実施するほか、必要がある場合
は、医療機関への受診勧奨を行っている。
引き続き、対象者に産婦健診の実施や受診勧奨などを
行っていく。

継続

2 乳幼児健康診査

　乳幼児の発育・発達の確認と疾病や異常の早期
発見・早期治療を行うため３～４か月、６～７か
月、９～10か月、１歳６か月、３歳児の健康診査を
実施します。また、乳幼児健康診査の場を活用
し、個別相談及び健康教育を行うとともに、児童虐
待の発生予防の観点から、育児不安を抱える保
護者や発達の遅れが心配される子どもに対し、継
続した支援を行っていきます。

子育て相談課

*3～4か月児健診　年12回　282人
*6～7か月児健診　267人
*9～10か月児健診　251人
*1歳6か月健診　年12回　283人
*3歳児健診　年12回　329人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

乳幼児期の健診を定期的に実施し、発育・発達の確認や
異常の早期発見・早期対応を図っている。
特に、支援の必要な家庭に対しては、妊娠期の関わりの
ほか、各節目の健診において地区担当保健師が面接を
行い、継続した支援を行っていく。

継続

3 予防接種

　感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を
予防するため、ＢＣＧ、麻しん・風疹混合など各種
予防接種を勧奨するとともに、接種する時期や接
種間隔などの予防接種に関する正しい知識の普
及・啓発に努めます。

子育て相談課

*接種対象年齢時期に保護者に対する予診票の送
付、接種率向上のため、接種再勧奨のはがきを送
付
*広報はむら、市公式サイト等で予防接種について
周知
*接種延べ数
四種混合1,155人、 二種混合310人、 日本脳炎
1,539人、BCG289人、麻しん・風しん混合590人、 ヒ
ブ1,078人、子宮頸がん588人、 小児用肺炎球菌
1,081人、 水痘511人、B型肝炎816人、 ロタ530人

○

予防接種の正しい知識の普及啓発、接種率の向上のた
め、引き続き周知を徹底していく。
予防接種法施行令改正により、R6年4月から五種混合ワ
クチン（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ）の接種
を開始していく。

見直し

4 乳幼児経過観察健康診査

　乳幼児健康診査や相談などから精密健康診査
を要する程ではないが、健康上の課題があり、経
過観察が必要と判断された乳幼児について、小児
科医による診察や、保健師、管理栄養士による個
別相談を行うことにより、発達発育面の支援を行
います。

子育て相談課 *乳幼児経過観察健康診査　年12回　134人 ○

　小児科医による診察の結果、必要な場合には保健指
導の実施や精密健康診査受診票の発行を行い、疾病等
の早期発見・対応を図っている。
　引き続き、各健診の事後フォローや健診未受診者の対
応の場として実施していく。

継続

5 乳幼児発達健康診査

　乳幼児健康診査や相談などから、発達面での経
過観察が必要と判断された乳幼児について、小児
科医による診察や保健師等による個別相談を行
い、保護者へ対応方法の助言を行い、不安の軽
減を図ります。また、必要に応じて専門医療機関
等の紹介を行います。

子育て相談課 *乳幼児発達健康診査　年12回　47人 ○

小児神経専門医による健診を月1回実施し、保護者の不
安軽減に努め、必要に応じて専門医療機関等に繋げて
いる。
特に、年長児に対しては、適切な就学先に繋ぐことがで
きるよう、関係機関と連携しながら支援を行っていく。

継続
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や母親の
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健事業の
充実　
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6 精密健康診査

　妊婦健康診査や乳幼児健康診査等の結果、診
断の確定のため精密な検査が必要と判断された
方に対し、疾病や異常の早期発見・早期治療を図
るため、専門的な診断のできる医療機関等におい
て検査を受けることができるよう受診票を交付しま
す。

子育て相談課 *精密健康診査受診票発行者数：48人 ○

乳幼児健診等において医師が必要と認めた場合、精密
健康診査受診票を発行することで疾病の早期発見・早期
治療を図っている。
発行時の面接において、保護者の不安の軽減を図りな
がら受診勧奨を行っていく。また、精密健康診査の未受
診者には、更に受診勧奨を実施していく。

継続

7 幼児期における歯科健康診査等

　生涯を通じて健康な歯を保つために、その基礎
となる幼児期からのむし歯を予防し、歯科保健に
関する生活習慣の定着を図るため、１歳６か月、２
歳、３歳児の歯科健康診査を行うとともに、保健指
導や個別相談を行います。
　また、令和３年度から事業の見直しを図り、3歳
児及び4歳児を対象に市内協力医療機関で個別
フッ素塗布事業として実施。

子育て相談課

*1歳6か月児歯科健診　年12回　283人
*2歳児歯科健診　年12回　162人
*3歳児歯科健診　年12回　330人　　　
*フッ素塗布事業　　217人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

乳幼児の口腔衛生状態を確認し、健全な歯の発育と、う
蝕予防を促す保健指導を行っていく。　　
フッ素塗布事業について、個別通知のほか健診時におけ
る勧奨を図っていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

継続

8
１歳６か月児及び３歳児経過観察
健康診査（心理相談）

　１歳６か月児及び３歳児健康診査や相談などか
ら心理面で経過観察が必要と判断された幼児に
ついて、定期的に心理相談員が面接し、健康面や
情緒面に関する相談を実施します。

子育て相談課
*1歳6か月児経過観察健康診査（心理相談）　62人
*3歳児観察健康診査（心理相談）　 83人

○

幼児の発達面・心理面、保護者の不安や悩みに関する
相談に応じ、個々に合わせた支援を行っている。
引き続き、幼稚園・保育園等の巡回相談事業と連携しな
がら、相談事業を通じて支援の充実を図っていく。

継続

9 育児相談

　身長・体重測定による乳幼児の発育・発達の確
認及び希望者に対する保育、栄養、授乳、歯科の
相談を行うことで、子育てに関する疑問や不安を
軽減し、安心して子育てができるよう支援します。
相談内容によっては他の相談につなげたり、医療
機関や関係機関の紹介を行います。
　また、多くの親子が参加していることから、保護
者同士の交流の場や仲間づくりの場としても活用
できるよう支援していきます。

子育て相談課 *育児相談来所者　年12回　　354人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

子育てや子どもの成長発達についての疑問や心配ごと
が解消できるよう、保護者の不安軽減に努めている。
引き続き多くの方に気軽に利用していただけるよう、事業
周知に努めていく。

継続

1 ひよこサロン（離乳食スタート教室）

　離乳食をそろそろ始める４～５か月児の保護者
を対象に、離乳食を始めるタイミングや作り方など
を学習するための講習や、調理実習を行うととも
に、保護者同士の交流の場や仲間づくりの場とし
ても活用できるよう支援していきます。

子育て相談課 *ひよこサロン　年12回　197人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
コロナ禍において、離乳食の調理や試食などの内容を見
直し実施してきたが、離乳食について分かりやすく伝えら
れるよう事業内容の検討を行っていく。

継続

2
もぐもぐ教室（生後７か月以降の離
乳食教室）

　赤ちゃんに合った食べ物の固さや大きさ、種類
の増やし方、簡単なメニューなど、生後７か月以降
の離乳食の進め方について講習を行うとともに、
保護者同士の交流の場や仲間づくりの場としても
活用できるよう支援していきます。

子育て相談課 *もぐもぐ教室　年5回　92人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
コロナ禍において、離乳食の試食や交流の場などの内容
を見直し実施してきたが、離乳食について分かりやすく伝
えられるよう事業内容の検討を行っていく。

継続

3 乳幼児期における食育の推進

　各種乳幼児健康診査や育児相談等において、
管理栄養士による相談及び健康教育を実施し、望
ましい食生活に関する情報提供に努めます。
保育園等では、食事・行事・日常の保育を通して、
健康な心身と望ましい食習慣の確立に努めます。

子育て相談課 子育て支援課

*乳幼児健診や歯科健診において栄養士による個
別相談、集団指導を実施
*乳幼児健診　栄養相談利用者　267人
*育児相談　栄養相談利用者120人
*随時栄養相談　48人
*健診後等フォロー相談　247人
*児童館における食育講座　3回　52人
*はむら保育展「栄養士コーナー」に参加し、市事業
の紹介、乳幼児の栄養・食生活に関する展示・相談
を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

幼児期から食や健康に関心を持ち主体的に健康づくりに
取り組めるよう、乳幼児健診の際の管理栄養士による栄
養指導や健康教育を実施した。
引き続き、望ましい食生活に関する情報提供に努めてい
く。

継続

３．子ども
の健康の
確保・増進

3 3



施策
の

方向

番
号

量
の
見
込

再
掲

事業名 事業内容 担当課 関連課 令和５年度実績 評価 課題・今後の方向性
今後
の

方針

総務課
健康課・子育て相談課の事業において、男女共同参
画に関する意識啓発及び、情報提供に取り組んだ。

庁内各課と連携し、引き続き、より効果的な事業を実施し
ていく。

健康課

スマイルキッチンを実施
日時：11月14日（火）午前
参加者：大人5人、子ども5人
内容：栄養講座、ミニ調理体験、ひとくち試食、健康
ミニ講座、男女用同参画について

インフルエンザ等の流行により、当日キャンセルが多く、
参加者が少なかった。小学生向けの親子で参加できる事
業を開催してほしいと、市民からのニーズがあったことか
ら、次年度は対象者を変更し、家族の健康づくりに役立
つ講座を開催する。

子育て相談課

パパ・ママ講座を実施
12月2日（土）午前　中央児童館
参加者：6家庭17人
内容；羽村市男性保育士の会「ホップの会」を講師に
招き、こどもとの関わりや、年齢月齢にあった遊びを
紹介。また参加者同士の交流を図った。

休日に児童館に児と来館する父親も増えており、実施方
法やPR方法、講座の内容を検討していく

5 学校給食等を生かした食育の推進

　小中学校では、学校給食を通して、給食センター
の栄養教諭や食育リーダーを活用し食育の指導
を行うことで、心身の健全育成に努めます。
また、地場産の農産物を使用するなど、地産地消
に努めるよう給食組合に働きかけていきます。

学校教育課

*小中学校で栄養教諭等による食育指導を実施
*学校給食における地場産物の優先使用について、
羽村・瑞穂地区学校給食組合に対して働きかけを実
施

〇

学校給食をはじめ学校教育を通じた「食」に関する知識
と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全
な食生活を実践できる力を育むよう、継続した食育指導
に取り組んでいく。栄養教諭が配置されなくなったが、事
業の継続に向け調整する。

継続

6 稲作体験

　小学校では、「羽村学（郷土学習）」の指導内容
として、また、青少年対策地区委員会では、青少
年健全育成の事業の一環として、子どもたちを対
象に稲作体験を行い、自らが耕作、収穫したお米
を食べることで、食への理解を深めます。

学校教育課
産業振興課
子育て支援課

*小学校5年生の羽村学（郷土学習）において、稲作
体験（田植え）を実施した。
*収穫したお米は、調理実習などでいただき、食への
理解を深めた。

〇
稲作体験事業については、市独自の特色ある教育内容
「羽村学（郷土学習）」の1つとして、継続して取り組んでい
く。

継続

1 福生病院組合の運営支援
　地域の中核病院として健全に運営していけるよ
う、構成市として支援を行うとともに、救急医療の
充実について働きかけを行います。

健康課 運営負担金として年間365,587,000円を支出。 〇
引き続き、運営負担金を支出することで運営の支援に取
り組むとともに、医療体制の充実を働きかけていく。

継続

2 平日夜間急患センター診療事業
　平日（月曜日～土曜日）夜間の子どもを含めた
急病患者に対応するため、平日夜間急患センター
において診療を行います。

健康課
月曜日、木曜日、土曜日の夜間に年間146日診療を
行った。患者数308名。

〇
利用者数の減少等の理由から、地域医療の状況を考慮
し、事業の内容について検討を行っていく。

見直し

3 休日診療事業
　休日の日中の子どもを含めた急病患者に対応
するため、市内の医療機関において診療を行いま
す。

健康課 年間73日診療を行った。患者数2,022名。 〇 引き続き実施していく。 継続

4 休日歯科診療事業
　休日の日中の子どもを含めた歯科応急患者に
対応するため、市内の歯科医療機関において診
療を行います。

健康課 年間73日診療を行った。患者数229名。 〇 引き続き実施していく。 継続

5 休日準夜診療事業
　休日夜間の子どもを含めた急病患者に対応する
ため、福生市・瑞穂町と輪番制で診療を行いま
す。

健康課 年間19日診療を行った。患者数76名。 〇
現在は平日夜間急患センターで診療を行っているが、地
域医療の状況を考慮し、事業の内容について検討を行っ
ていく。

見直し

５．子育て
の経済的
負担の軽
減

1 特定不妊治療費の助成

　特定不妊治療を受けた夫婦で、東京都特定不妊
治療に係る医療費の助成の決定を受けている方
に対し、経済的負担の軽減、少子化対策及び次
世代育成の推進を図るため、特定不妊治療に係
る治療費の一部を助成します。

子育て相談課 *特定不妊治療費助成申請者数　10人 ○
令和4年度から標準的な治療内容は保険適用となってお
り、経過措置として本事業を継続している。
今後は、東京都の動向を見ながら検討していく。

継続

2 入院助産
　出産にあたって、保健上必要であるにもかかわ
らず、経済的な理由で病院または助産所に入院で
きない妊産婦を対象に、その費用を助成します。

子育て相談課 入院助産制度利用件数　1件 〇
経済困窮度、生活状況、個々のニーズの聞き取りを強化
し、制度の適切な活用を図る。

継続

4 みんなで楽しむ子育て講座

　男性の家事・育児参画を推進することを目的に、
親子の遊びや調理実習、健康や男女共同参画の
ミニ講座を行います。親子の触れ合いの場を提供
するとともに、家族の健康づくりに役立つ知識と実
践方法の普及啓発を図ります。

〇 継続

４．医療体
制の確保・
充実
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3 出産育児一時金

　国民健康保険に加入している方の出産に要した
費用の一部を、出産育児一時金として支給しま
す。
　また、一時的な経済的負担を軽減するため、医
療機関等に直接出産育児一時金を支払う直接支
払制度を推進します。

市民課 *出産育児一時金件数　36人　16,350,570円 〇 今後も継続して実施していく。 継続

4 新生児聴覚検査の公費負担

　すべての新生児が聴覚検査を受けられるよう、
検査費用の一部を助成し、保護者の経済的負担
の軽減を図るとともに、先天性の聴覚障害を早期
に発見し、音声言語発達の影響を最小限に抑えま
す。

子育て相談課 *新生児聴覚検査実施者数　262人 ○

新生児の聴覚障害の早期発見・早期治療を図るため検
査費用の一部を助成し保護者の経済的負担の軽減を
図っている。
引き続き、制度の周知に努めていく。

継続

5 未熟児養育医療の給付

　身体の発育が未熟なままで生まれ、入院して養
育を受ける必要があると医師が認めた満１歳未満
の乳児に対し、その養育に必要な医療の給付を
行います。

子育て相談課 *未熟児養育医療給付申請者数　8人 ○

医療の給付により、必要な医療処置の実施や子どもの健
康管理・発育の促進を図っている。
引き続き、適切な医療給付を行い保護者の経済的な負
担の軽減に努めていく。

継続

6 児童手当の支給
　子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、
義務教育就学修了（０歳～15歳）までの児童を対
象に手当を支給します。

子育て相談課

*3歳未満被用者：延児童数 7,849人、支出額 
117,735,000円
*3歳未満非被用者：
延児童数 1,376人、支出額 20,640,000円
*3歳以上小学校修了前被用者：
延児童数 31,789人、支出額 337,990,000円
*3歳以上小学校修了前非被用者：
延児童数 6,511人、支出額 71,465,000円
*中学生：
延児童数 14,865人、 支出額 148,650,000円
*特例給付：
延児童数 3,473人、支出額 17,365,000円

〇

子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、市民課
と連携し出生・転入時において制度を周知し、申請漏れ
のないように努めている。引き続き、制度の周知に努め
ていく。

継続

7 乳幼児医療費助成
　子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、
就学前の乳幼児を対象とした医療費助成を行い
ます。

子育て相談課
*延対象児童数 2,469人、延助成件数 44,569件、助
成額 74,596,847円

〇

子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、市民課
と連携し出生・転入時において制度を周知し、申請漏れ
のないように取り組んでいる。引き続き制度の周知に努
めていく。

継続

8 義務教育就学児医療費助成
　子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、
小学生及び中学生を対象とした医療費助成を行
います。

子育て相談課
*延対象児童数 3,691人、延助成件数 53,863件、助
成額 116,214,239円

〇

子育て家庭への経済的負担の軽減を図るため、市民課
と連携し出生・転入時において制度を周知し、申請漏れ
のないように取り組んでいる。引き続き制度の周知に努
めていく。

継続

9
就学前の教育・保育施設利用料等
の負担軽減

　幼児教育・保育の無償化の実施にあたり、利用
者が実費負担することとなる費用について、施設
類型に応じた負担軽減を図ります。また、多子世
帯及び一定の所得以下の世帯に対しては、副食
費の補足給付を行います。

保育を提供する施設（認可保育園、認定こども園
（保育認定）等）・・・主食費を免除
教育を提供する施設（幼稚園、認定こども園（教育
認定）等）・・・東京都の保護者負担軽減補助に市
独自で上乗せ

子育て支援課

【園に対する主食費補助】
*対象施設：17施設
 （認可保育園12園、認定こども園2園、認証保育所2
園）
・補助額：11,547,760円

【実費徴収に係る補足給付事業費補助金】
*対象数：　延べ339人
・補助額：1,053,696円

〇 今後も継続して保護者の負担軽減に努めていく。 継続

10 入学資金融資制度

　高等学校等に入学する児童等の保護者を対象
として、入学の際に要する資金の調達が困難な場
合に、入学資金等の融資を市内の金融機関に
あっせんし、その融資に対する利子等を全額補助
します。

生涯学習総務課
※申込件数　　　　　14件
※融資決定件数　　  5件
※利子補給          28件      

〇

教育広報「はむらの教育」及び市公式サイトやメール配
信サービスにより、制度に関する情報について周知した。
また、市内中学校３年生の保護者向けに作成した情報パ
ンフレットを学校の進路相談及び三者面談時に学級担任
を通じて、保護者へ直接配布した。今後も制度の周知徹
底に努めていく。

継続

11 小中学生の就学援助

　保護者の経済的負担の軽減を図るため、経済的
な理由で教育費の支出が困難な保護者に対し、
所得に応じて学用品費、給食費や校外活動費な
ど就学に必要な経費を交付します。

学校教育課 *小中学生の就学援助額　53,016,869円 〇
引き続き、学校教育法の規定に基づき経済的な理由で
教育費の支出が困難な保護者に対する支援を行ってい
く。

継続

12
学校行事等保護者負担軽減補助
金等

保護者の経済的負担の軽減を図るため、移動教
室、修学旅行や部活動等の学校行事に要する経
費や教材費の一部を補助します。

学校教育課
*学校行事等保護者負担軽減補助金支給額
　　23,447,007円

〇
保護者負担の軽減について、事業目的達成のため、継
続的に取り組む。

継続
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